
 

 

奈良市産学連携共同研究等支援補助金交付要領 

 

（趣旨）  

第１条 市内中小企業等が学術機関等の持つ専門知識、知見及び設備・機器等を利用し、

共同で取り組む技術研究を実施することにより、産学連携を活性化するとともに技術的課

題の解決や技術の高度化・製品の高付加価値化による競争力の強化を図り、もって地域産

業を振興させることを目的として、予算の範囲内で奈良市産学連携共同研究等支援補助金

（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付に関しては、この要領の定め

るところによる。 

 

（定義）  

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところに

よる。  

（１）学術機関等 本市と産業振興に係る連携協定を締結する奈良県内の高等教育機関、

又は奈良県内の公設試験研究機関をいう。  

（２）中小企業等 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に定める

中小企業者及び同条第５項に定める小規模企業者をいう。 

 

（補助対象事業者）  

第３条 補助金の交付を受けることができる中小企業等（以下「補助対象事業者」とい

う。）は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

（１）本市に本社又は支店を有していること。ただし、別表第１に示す奈良市総合政策課

及び産業政策課が主催する事業の参加企業についてはこの限りではない。 

（２）市内企業の場合は市税、市外企業の場合は法人税を滞納していないこと。 

（３）１年以上操業を継続していること。  

（４）奈良市暴力団排除条例（平成２４年奈良市条例第２４号）第２条第３号に規定する

暴力団等でないこと。役員若しくは事業所の代表者が暴力団等でないこと、又は暴力

団等を支援する等暴力団等と不当な関わりを有していないこと。 

（５）風俗営業等の規制及び業務適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）に

より営業の許可または届出を要する事業を営んでいないこと。 

（６）過去３年度間のうち、２回以上補助金の交付決定を受けていないこと。  

（７）補助金を活用して行う事業が、自社の有する技術又は製品の研究・開発であるこ

と。 

 

（補助対象事業）  

第４条 補助対象事業は、次の各号に掲げるものとする。 



 

 

（１）共同研究事業（次のアからウのいずれかに該当するもの） 

ア 契約に基づいて行う学術機関等との共同研究・開発 

イ 契約に基づいて行う学術機関等への委託研究・開発 

ウ 上記アからイに掲げるものの他、事業の内容から判断して市長が適当であると認め

るもの 

（２）機器利用等事業 

学術機関等が保有する機器の利用及び機器の利用に関する技術相談、依頼試験・依頼検

査等 

２ 共同研究事業については、補助金交付決定通知後、当該年度内に契約が締結され、当

該年度３月末日までに事業が完了するものとする。 

３ 機器利用等事業については、補助金の交付申請日において利用料金等が支払い済みの

ものとする。 

 

（補助対象経費等）  

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助金の

額は、別表第２のとおりとし、消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額とする。そ

の他の注意事項は次の各号に掲げるものとする。 

（１）共同研究事業 

ア 補助対象経費は、補助金交付決定日以後、当該年度内に支出されたものとする。 

イ 前項の規定に関わらず、申請する共同研究事業テーマについて国又は県、大学等か

らこの要領と同一の趣旨の補助金等を受けた場合又は受ける予定がある場合は、補助

対象経費から当該補助金等の額を控除するものとする。 

ウ 同一の共同研究事業テーマに係る補助金の交付は、年度内１回に限るものとする。

（２）機器利用等事業 

ア 補助対象経費は、当該年度の2月26日までに支出されたものとする。 

イ 同一の補助対象事業者に係る補助金の交付は、年度内１回に限るものとする。 

２ 市長は、予算の範囲内で補助金を交付する。 

 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする中小企業等（以下「申請者」という。）は、共同

研究事業については補助金交付申請書（共同研究事業）（別記第１－１号様式）、機器利

用等事業については補助金交付申請書（機器利用等事業）（別記第１－２号様式）に、事

業ごとに次に掲げる書類を添えて、共同研究事業については市長が別に定める期日まで

に、機器利用等事業については利用料金等の支払日から起算して１箇月を経過する日まで

に、市長へ提出しなければならない。ただし、添付書類について、市長が必要ないと認め

るときはこれを省略することができる。 



 

 

（１）共同研究事業 

ア 事業計画書（別記第２号様式） 

イ 収支予算書（別記第３号様式） 

ウ 申請者の概要が分かるもの 

エ 法人登記履歴事項全部証明書（法人のみ） 

オ 直近の貸借対照表及び損益計算書の写し（法人のみ） 

もしくは 

直近の確定申告書の写し（個人事業主のみ） 

カ 市税の納税証明書の写し（市内事業者の場合） 

もしくは 

法人税の納税証明書（その３）又は（その３の３）の写し（市外事業者の場合） 

キ 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類 

（２）機器利用等事業 

 ア 事業実績報告書（機器利用等事業）（別記第４号様式） 

イ 法人登記履歴事項全部証明書（法人のみ） 

ウ 直近の確定申告書の写し（個人事業主のみ） 

もしくは 

市税の納税証明書の写し（市内事業者の場合） 

エ 法人税の納税証明書（その３）又は（その３の３）の写し（市外事業者の場合） 

オ 機器利用等に関する学術機関等への申込書等の写し 

カ 機器利用等に係る費用の支払いを証明する書類 

キ 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類 

２ 共同研究事業について、支援を公平に実施するため、審査により補助対象事業者を決

定するものとする。なお、補助対象事業の審査方法及び審査基準等は「奈良市産学連携共

同研究等支援補助金募集要項」に記載するものとする。 

 

（交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、補助金の交付を決定した

ときは、補助金交付決定通知書（別記第５号様式）により申請者に通知するものとする。

この場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、これ

に条件を付することができる。 

 

（申請の取下げ） 

第８条 要領第７条の規定による通知を受けた者は、当該通知に係る補助金の交付決定の

内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して１５

日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。 



 

 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定

は、なかったものとみなす。 

 

（事業計画の変更の申請等） 

第９条 補助金の交付決定を受けた申請者（以下「補助事業者」という。）が事業計画を

変更（軽微な変更を除く。）しようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止し

ようとするときは、直ちに補助事業変更・中止（廃止）承認申請書（別記第６号様式）に

次に掲げる書類を添えて、市長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、市

長が特に必要でないと認めるときは、当該書類の全部または一部を省略することができ

る。 

（１）事業計画書（別記第２号様式） 

（２）変更収支予算書（別記第７号様式） 

（３）変更事項に関する証憑書類 

（４）前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類 

２ 第１項の申請に当たっては、補助金に係る消費税及び地方消費税に相当する額を減額

して申請しなければならない。 

 

（実績報告） 

第１０条 補助事業者が事業を完了したときは、速やかに、当該事業の完了の日から起算

して１箇月を経過する日までに、事業実績報告書（共同研究事業）（別記第８号様式）に

次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、機器利用等事業につい

ては、これを省略する。 

（１）事業収支決算書（別記第９号様式） 

（２）契約金等の支払いを証明する書類 

 

（補助金等の額の確定） 

第１１条 市長は、前条の報告を受けた場合において、当該報告に係る書類等を審査し、

及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件

に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の

額を確定し、補助金確定通知書（別記第１０号様式）により、当該補助事業者に通知する

ものとする。ただし、機器利用等事業については、これを省略する。 

 

（是正のための措置） 

第１２条 市長は、前条の規定による審査又は現地調査等の結果、補助事業の成果が補助

金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業に

ついて、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に命ずることがで



 

 

きる。 

２ 要領第１０条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業について準用す

る。 

 

（補助金の交付） 

第１３条 要領第１１条の規定による通知を受領した補助事業者が、補助金の交付を受け

ようとするときは、補助金交付請求書（別記第１１号様式）を市長に提出しなければなら

ない。ただし、機器利用等事業については、要領第７条の規定による通知を受領後に市長

に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。 

 

（交付決定の取消し等） 

第１４条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるとき、又は

補助金の交付決定後、天災地変その他の理由により事情の変更が生じたときは、補助金の

交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件

を変更することができる。 

（１）偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき 

（２）補助金を他の用途に使用したとき 

（３）補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき 

（４）前３号に掲げたもののほか、本要領又は他の法令に違反したとき 

 

（補助金の返還） 

第１５条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消し

に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、補助金返還

命令書（別記第１２号様式）により期限を定めて、その返還を命じることができる。 

 

（補助事業者の会計処理） 

第１６条 補助事業者は、補助対象事業に要する経費について、その収入及び支出を記載

した帳簿を備え、経理の状況を常に明確にし、関係証拠書類とともに補助対象事業を廃止

した日又は完了した日の属する年度の翌年度から５年間保管しておかなければならない。 

 

（財産の処分の制限） 

第１７条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち、次

の各号に掲げる財産を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、

譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年

数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）別表に定める耐用年数を経過した財産



 

 

を処分する場合は、この限りでない。 

(１) 不動産及びその従物 

(２) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの 

(３) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるも

の 

２ 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳（別記第１３号様式）を備

え、補助事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目

的に従ってその効率的運用を図らなければならない。 

３ 補助事業者は、財産処分制限期間が経過する前に、取得財産等について、交付の目的

に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供する処分その他の処分をしようと

するときは、あらかじめ財産処分承認申請書（別記第１４号様式）を市長に提出し、その

承認を得なければならない。 

４ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、交付した補助金の全部若しくは一部を

市に返還させる条件又はその他必要な条件を付して承認することができる。 

 

（補助対象事業の検査等） 

第１８条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助

事業者に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類

その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

 

（その他） 

第１９条 この要領の施行に関し必要な事項は、奈良市事務専決規程（平成１４年奈良市

訓令甲第１号）の規定により、当該補助金に係る支出負担行為の決定を専決処理すること

ができる者が定める。 

 

附則 

（施行期日等） 

この要領は、令和５年７月２６日から施行する。 

 附 則（令和７年４月１５日改正） 

この要領は、令和７年４月１５日から施行する。 

 附 則（令和８年５月１日改正） 

この要領は、令和８年５月１日から施行する。 

  



 

 

別表第１（第３条関係） 

 事業名 参加の定義 

１ ならわい ・本プログラムを受講したことがある。 

・本プログラムにおける地元受入先企業。 

２ NARA STAR PROJECT 本プログラムを受講したことがある。 

３ 奈良市デザイン経営フロント

ランナー企業育成プログラム 

本プログラムを受講したことがある。 

４ Nara Crafts’ Cross Project 

 

本プログラムを受講したことがある。 

※公開講座の受講のみの場合は対象外 

５ 海外販路拡大支援事業 本プログラムに参加したことがある。 

６ 奈良市みらい価値共創プロジ

ェクト研究 

本プログラムの修了生。 

※公開イベント等の受講のみの場合は対象外 

７ なら産地学官連携プラットフ

ォーム 

会員企業 

※タスクフォース等で奈良市から別途予算が出て

いる事業は対象外 

 

 

 

別表第２（第５条関係） 

 補助対象経費 補助率 補助上限額・下限額 

共同研究事業 

 

学術機関等に支払う経

費（消費税及び地方消

費税に相当する額を除

いた額） 

５分の４ 上限額１００万円 

下限額３０万円 

（１，０００円未満の端数があ

るときは、これを切り捨てる） 

機器利用等事業 ３分の２ 上限額１０万円 

下限額３万円 

（１，０００円未満の端数があ

るときは、これを切り捨てる） 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

別記第１－１号様式（第６条関係） 

補助金交付申請書（共同研究事業） 

  年  月  日   

（宛先）奈良市長 

申請者 

      住所又は所在地 

氏名又は団体名 

及び代表者氏名              

             

 奈良市産学連携共同研究等支援補助金交付要領（以下「要領」という。）第６条の規定に

より、次のとおり申請します。また、要領第３条第２号及び第４号の規定に該当しないこ

とを確認するため、奈良市が関係機関に照会する場合があることに同意します。 

補 助 年 度     年度 補助金の名称  

補 助 事 業 の 目 的 及 び 内 容  

補 助 事 業 の 経 費 所 要 額 円 

交 付 申 請 金 額 円 

補助事業の完了予定年月日    年   月   日 

補助対象事業者の要件確認 
☐要領第３条の各号のいずれにも該当する中小企

業である。 

添 付 書 類 

１ 事業計画書 

２ 収支予算書 

３ その他 

※ 

主  務  課  長  の  意  見  
 

 注 ※印の欄は記入しないこと。 

 

 

 

 



 

 

別記第１－２号様式（第６条関係） 

補助金交付申請書（機器利用等事業） 

  年  月  日   

（宛先）奈良市長 

申請者 

      住所又は所在地 

氏名又は団体名 

及び代表者氏名              

             

 要領第６条の規定により、次のとおり申請します。また、要領第３条第２号及び第４号

の規定に該当しないことを確認するため、奈良市が関係機関に照会する場合があることに

同意します。 

補 助 年 度     年度 補助金の名称  

補 助 事 業 の 目 的 及 び 内 容  

補 助 事 業 の 経 費 所 要 額 円 

交 付 申 請 金 額 円 

補助対象事業者の要件確認 
☐要領第３条の各号のいずれにも該当する中小企業

である。 

添 付 書 類 
１ 事業実績報告書 

２ その他 

※ 

主  務  課  長  の  意  見  
 

 注 ※印の欄は記入しないこと。 

 

 

 

 

 

 



 

 

別記第２号様式（第６条、第９条関係） 

事業計画書 

１ 申請者 

名 称  

代 表 者 氏 名  

本 社 所 在 地 〒 

支 店 所 在 地 

（本社所在地が奈良市外の場合） 

〒 

※奈良市内に存する支店のみ記載すること。 

担当者所属・氏名  

電 話 番 号  

E - m a i l  

業   種  常勤雇用者数 人 

学 術 機 関 と の 

連 携 実 績 
あ り   ・   な し 

 

２ 共同研究内容※学術機関との共同研究等の内容を説明してください。 

共同研究等の題目 

（テーマ） 

 

補 助 対 象 事 業 共同研究   ・   委託研究 

実 施 期 間 
  年  月  日  ～   年  月  日 

※交付決定通知日以後の契約に基づく事業が補助対象です 

連携先学術機関等

の 内 容 

学術機関等の名称  

学部・学科名  

研究担当者名  

（１）研究の概要 

・目指す目標 
※共同研究等の中で目指す内容を具体的に説明してください。 



 

 

（２）目標達成によ

って期待される効

果 

※（１）の目標を実現することで期待される効果を説明してください

（奈良市内への経済効果やその他の波及効果など） 

（３）現状分析・目

標達成に向けた課

題や問題点 

※現状から（２）を実現するにあたり、どのような課題等を認識してい

るのか説明してください 

（４）課題解決に向

けた学術機関との

連携方法 

※（３）の課題を解決し、（１）の目標を実現するためになぜ学術機関と

の共同研究等が必要なのか、どのような形での連携を想定しているのか

説明してください 

（５）学術機関との

連携体制 

※共同研究等を実施する体制について説明してください（図・表を推

奨） 

（６）スケジュール ※共同研究等の実施期間内のスケジュールについて説明してください 

（７）特記事項等 
※産業政策課が主催する事業の参加企業の場合は、事業名及び参加時期

を説明してください 

 

３．事業化計画※共同研究等以後、事業化に向けた計画の内容を具体的に説明してください。 

（１）事業化を行う

製品やサービスの概

要 

※共同研究等を経て事業化を行う内容について説明してください 



 

 

（２）市場ニーズ・

競合先 
※事業の市場ニーズや競合について説明してください 

（３）優位性 

※（２）の競合と比較し、事業化した製品等がどのような優位性を持つの

か、その優位性を維持するためどのような取組を行うのか説明してくださ

い 

（４）課題・リスク 
※事業化にあたって想定している課題やリスクについて説明してくださ

い 

（５）スケジュール ※事業化にあたってのスケジュールについて説明してください 

（６）事業化によっ

て期待される効果 

※事業化のメリット及び地域経済にもたらす影響について説明してくだ

さい。 

 

  



 

 

別記第３号様式（第６条関係） 

収支予算書 

 

１ 収 入                            （単位：円） 

区 分 予算額（税抜） 積算根拠 

補助金   

自己資金   

借入金   

その他（     ）   

合 計   

 

２ 支 出                            （単位：円） 

区分 予算額（税抜） 積算根拠 

学術機関等に支払う経費   

その他   

合 計   

 

※必要に応じて行を追加すること。 

  



 

 

 

３ 学術機関等に支払う経費の明細 

経費 

区分 
種別 

Ａ Ｂ Ｂ×２／３ 

積算基礎 

（税抜） 

補助事業に

要する経費 
補助対象経費 補助金交付額 

（税抜） （税抜） （税抜） 

機械 

装置費 

機械装置費     

減価償却費     

小計①     

労務費 直接人件費     

小計②     

事業費 

謝金     

旅費     

原材料費     

外注費     

特許等関連経費     

委託費     

その他諸経費     

小計③     

小計④(小計①＋②＋③)     

その他 一般管理費     

 

 

  



 

 

別記第４号様式（第６条関係） 

事業実績報告書（機器利用等事業） 

年  月  日 

１ 申請者 

名  称  

代表者氏名  

本社所在地 〒 

支店所在地 

（本社所在地が奈良市外の場合） 

〒 

※奈良市内に存する支店のみ記載すること。 

担当者所属・氏名  

電話番号  

E-mail  

業  種  常勤雇用者数 人 

 

２ 機器利用等内容 

補助事業 機器利用 機器利用に関する技術相談 依頼試験・依頼検査 

実施期間   年  月  日  ～   年  月  日 

連携先学術機関等の

内容 

学術機関等の名称  

学部・学科名  

研究担当者名  

利用日 試験項目等 単位 単価 計（税抜） 

    円  円 

    円  円 

    円  円 

    円  円 

    円  円 

    円  円 

    円  円 

    円  円 

利用金額合計（補助対象経費 A）  円 

交付申請額（A×2/3 ※1,000 円未満切捨）  円 



 

 

別記第５号様式（第７条関係） 

補助金交付決定通知書 

奈良市指令 第  号 

申請者 

住所又は所在地            

氏名又は団体名            
及び代表者氏名       

      年  月  日付けで申請のあつた補助金の交付については、次のとおり決

定したので要領第７条の規定により通知します。 

        年  月  日 

奈良市長 氏       名 

補 助 年 度     年 度 補 助 金 の 名 称  

補 助 事 業 の 目 的 及 び 内 容  

補 助 対 象 金 額 （ 補 助 率 ） 円（    ） 

交 付 決 定 金 額 円       

交 付 予 定 年 月 日    年   月   日（予定）   

交 付 条 件 

１ 補助事業の内容、経費の配分の変更（市長が

定める軽微な変更を除く。）をする場合におい

ては、市長の承認を受けること。 

２ 補助事業を中止し、又は廃止する場合にお

いては、市長の承認を受けること。 

３ 補助事業が予定の期間内に完了しない場合

又は補助事業の遂行が困難となった場合にお

いては、速やかに市長に報告してその指示を

受けること。 

 

 注 この交付決定に対して不服がある場合は、この通知書を受領した日から起算して 15

日以内に文書で申請の取下げをすることができます。 

 

 

 

 

 



 

 

別記第６号様式（第９条関係） 

補助事業変更・中止（廃止）承認申請書 

  年  月  日   

（宛先）奈良市長 

申請者 

住所又は所在地 

氏名又は団体名 
及び代表者氏名 

  要領第９条の規定により、次のとおり申請します。 

指 令 年 月 日    年 月 日 指 令 番 号 奈良市指令 第  号 

補 助 年 度       年度 補 助 金 の 名 称  

補 助 事 業 の 

変 更 の 内 容 
 

変更又は中止 

（廃止）の理由 
 

変更又は中止（廃止）の年月日    年   月   日（予定） 

添 付 書 類  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別記第７号様式（第９条関係） 

変更収支予算書 

 

１ 収入                         （単位：円）※税抜 

区 分 変更前予算額 変更後予算額 増減額 積算根拠 

補助金     

自己資金     

借入金     

そ の 他

（  ） 
    

合 計     

 

２ 支出                            （単位：円）※税抜 

区分 変更前予算額 変更後予算額 増減額 積算根拠（変更後） 

学術機関等に

支払う経費 
  

 

 

その他   

 

 

合 計   

 

 

※必要に応じて行を追加すること。 

  

  



 

 

３ 学術機関等に支払う経費の明細（変更後） 

経費 

区分 
種別 

Ａ Ｂ Ｂ×２／３ 

積算基礎 

（税抜） 

補助事業に

要する経費 
補助対象経費 補助金交付額 

（税抜） （税抜） （税抜） 

機械 

装置費 

機械装置費     

減価償却費     

小計①     

労務費 直接人件費     

小計②     

事業費 

謝金     

旅費     

原材料費     

外注費     

特許等関連経費     

委託費     

その他諸経費     

小計③     

小計④(小計①＋②＋③)     

その他 一般管理費     

 

  



 

 

別記第８号様式（第１０条関係） 

事業実績報告書（共同研究事業） 

年  月  日 

１ 申請者 

名  称  

代表者氏名  

本社所在地 〒 

支店所在地 

（本社所在地が奈良市外の場合） 

〒 

※奈良市内に存する支店のみ記載すること。 

担当者所属・氏名  

電話番号  

E-mail  

業  種  常勤雇用者数 人 

 

２ 共同研究内容 

共同研究等の題目 

（テーマ） 

 

補助事業 共同研究  委託研究 

実施期間   年  月  日  ～   年  月  日 

連携先学術機関等

の内容 

学術機関等の名称  

学部・学科名  

研究担当者名  

（１）事業内容の

実績、成果及び効

果 

※共同研究等で得られた成果について具体的に説明してください 



 

 

（２）事業化に向

けた課題 
※共同研究等から事業化に繋げるための課題について説明してください 

（３）事業化に向

けたスケジュール 

※共同研究等を経て得られた成果や課題から、事業化に向けた今後のスケ

ジュールについて説明してください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別記第９号様式（第１０条関係） 

事業収支決算書 

 

１ 収 入                            （単位：円） 

区 分 決算額（税抜） 積算根拠 

補助金   

自己資金   

その他（     ）   

合 計   

 

２ 支 出                            （単位：円） 

区分 決算額（税抜） 積算根拠 

学術機関等に支払う経費   

その他   

合 計   

※必要に応じて行を追加すること。 

  



 

 

３ 学術機関等に支払った経費の明細 

経費 

区分 
種別 

Ａ Ｂ Ｂ×２／３ 

積算基礎 

（税抜） 

補助事業に

要する経費 
補助対象経費 補助金交付額 

（税抜） （税抜） （税抜） 

機械 

装置費 

機械装置費     

減価償却費     

小計①     

労務費 直接人件費     

小計②     

事業費 

謝金     

旅費     

原材料費     

外注費     

特許等関連経費     

委託費     

その他諸経費     

小計③     

小計④(小計①＋②＋③)     

その他 一般管理費     

 

  



 

 

別記第１０号様式（第１１条関係） 

補助金確定通知書 

 

第  号   

  年  月  日   

 

  補助事業者 

   住所又は所在地 

   氏名又は団体名 

   及び代表者氏名     様 

 

奈良市長 氏       名   

 

      年  月  日付けで実績報告のあつた補助事業については、次のとおり補

助金の額を確定したので、要領第１１条の規定により通知します。 

指令年月日    年 月 日 指 令 番 号 奈良市指令   第   号  

補 助 年 度       年度 補 助 金 の 名 称  

補 助 金 の 交 付 決 定 金 額 円 

補助事業の経費精算額（補助対象金額） 円 

補 助 率  

補 助 金 の 交 付 確 定 金 額 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別記第１１号様式（第１３条関係） 

補助金交付請求書 

年  月  日   

（宛先）奈良市長 

補助事業者 

   住所又は所在地 

      氏名又は団体名 

      及び代表者氏名 

  要領第１３条第１項の規定により、次のとおり請求します。 

指令年月日 年 月 日 指 令 番 号 奈良市指令   第   号  

補 助 年 度 年度 補助金の名称  

補 助 事 業 の 名 称  

補助金の交付決定金額 円  

補助金の交付確定金額 円  

補助金の既交付金額及び

交付年月日 
 

交 付 請 求 金 額 円  

未 交 付 金 額 円  

添 付 書 類  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別記第１２号様式（第１５条関係） 

補助金返還命令書 

   奈良市達 第  号 

補助事業者 

住所又は所在地            

   氏名又は団体名            

及び代表者氏名        様   

  要領第１５条の規定により、次のとおり返還を命じます。 

        年  月  日 

奈良市長 氏       名   

返 還 金 額 円  

返 還 期 限      年   月   日まで 

返 還 理 由  

返 還 方 法  

指 令 年 月 日 年 月 日 指 令 番 号 奈良市指令  第  号 

補 助 年 度 年度 補 助 金 の 名 称  

補助金の交付決定金額 円  

補助金の既交付金額及び

交付年月日 
 

補助金の交付確定金額 円  

 

  



 

 

別記第１３号様式（第１７条関係） 

 

取得財産等管理台帳 

 

財産名 規格 数量 単価 

(税抜) 

金額 

(税抜) 

取得年

月日 

耐用年

数 

保管場

所 

補助率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    円   円     

 



 

 

別記第１４号様式（第１７条関係） 

 

財産処分承認申請書 

 年  月  日 

 

（宛先）奈良市長 

補助事業者              

住所又は所在地            

氏名又は団体名            

及び代表者氏名         

 

奈良市産学連携共同研究等支援補助金交付要領第１７条の規定により、次のとおり財産

処分の承認を申請します。 

 

指令年月日   年  月  日 指令番号 奈良市指令  第   号 

処分の方法 

該当する項目を○で囲んで下さい。 

売却・譲渡・交換・貸与・担保・廃棄 

その他（             ） 

処分の時期 
  年  月  日から 

（    年  月  まで） 

処分の理由 
 

添付資料 

 

 

  

 


